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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

提出会社の経営指標等

回次
第42期

第３四半期累計期間
第43期

第３四半期累計期間
第42期

会計期間
自　平成24年１月１日
至　平成24年９月30日

自　平成25年１月１日
至　平成25年９月30日

自　平成24年１月１日
至　平成24年12月31日

売上高 　(千円) 40,184,026 41,613,684 54,520,166

経常利益 　(千円) 541,462 380,472 1,317,584

四半期(当期)純利益 　(千円) 296,257 500,211 640,356

持分法を適用した
場合の投資利益

(千円) ─ ― ―

資本金 (千円) 1,080,000 1,080,000 1,080,000

発行済株式総数 (株) 19,400,000 19,400,000 19,400,000

純資産額 (千円) 31,869,359 35,036,705 32,799,105

総資産額 (千円) 41,132,032 46,314,561 41,725,373

１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) 15.78 26.99 34.21

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益

(円) ─ ― ―

１株当たり配当額 (円) ─ ― 40.00

自己資本比率 (％) 77.5 75.6 78.6

　

回次
第42期

第３四半期会計期間
第43期

第３四半期会計期間

会計期間
自　平成24年７月１日
至　平成24年９月30日

自　平成25年７月１日
至　平成25年９月30日

１株当たり四半期純損失(△) (円) △ 8.79 △ 3.20

(注) １　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移について

は記載しておりません。

２　持分法を適用した場合の投資利益は、関連会社がないため記載しておりません。

３　売上高には消費税等は含まれておりません。

４　潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　

２ 【事業の内容】

当第３四半期累計期間において、当社グループ(当社及び当社の非連結子会社)が営んでいる事業の内容

に重要な変更はありません。

　

EDINET提出書類

株式会社大塚家具(E03078)

四半期報告書

 2/16



第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第３四半期累計期間において、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生または前

事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。

なお、重要事象等は存在しておりません。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。

　

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 業績の状況

当第３四半期累計期間は、景気の持ち直しが見られ、個人消費も底堅く推移しました。

このような環境のもと、当社は、消費税増税前の住宅市場動向も見据え、成長に向けた事業戦略の展

開、とりわけ、その要となるブランドイメージ再構築のための諸施策と商品開発に取り組みました。

ブランドイメージの再構築につきましては、従来の販売促進に重きを置いた広告活動から、イメージ訴

求に重きを置いた広告活動へと軸足をシフトするとともに、集客面での重要性を増している当社ウェブサ

イトの全面リニューアルを行いました。さらに、各種広告媒体と並んで重要なコミュニケーション媒体で

ある店舗については、ＳＯＨＯ、眠り、住まいづくりなど個別のテーマを軸にした売り場を新設するな

ど、より分かりやすくアピール度の高い体験型・提案型の店舗モデルをつくるべく、主要大型店舗のリ

ニューアルを継続しました。

商品開発につきましては、新築需要における主力商品であるソファとベッドを中心に商品構成の充実に

取り組みました。ベッドにおいては、欧州においてはすでに主流となっている金属コイルを使用しないノ

ンコイルマットレスの新商品、ソファにおいては著名デザイナーとのコラボレーションによる新ブランド

など、新商品開発も積極的に行いました。なお、円安への対応については、為替レートの変動による原価

の変動は原則として価格転嫁するという基本方針に則り、輸入商品の販売価格引上げを順次行っておりま

す。

以上の結果、売上高は416億13百万円(前年同期比3.6％増)となりました。主な内訳は、新築需要と関連

の深いソファなどの応接家具の売上が95億38百万円(前年同期比7.1％増)となるなど、店舗売上が410億15

百万円(前年同期比3.1％増)、コントラクト売上がマーケット環境の好転を受けて５億48百万円(前年同期

比48.6％増)となりました。売上総利益は、230億67百万円(前年同期比1.6％増)となりました。販売費及

び一般管理費は、広告宣伝・販売促進費の積極的な投入により228億12百万円(前年同期比2.4％増)、営業

利益は２億55百万円(前年同期比40.8％減)、経常利益は３億80百万円(前年同期比29.7％減)となりまし

た。四半期純利益につきましては、家賃交渉に伴う解決金等特別利益の計上により、５億円(前年同期比

68.8％増)となりました。
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(2) 資産、負債及び純資産の状況

① 資産

当第３四半期会計期間末における総資産は463億14百万円となり、前事業年度末と比較して45億89百万

円(11.0％)の増加となりました。

これは主に、受取手形及び売掛金の増加４億11百万円、商品の増加10億72百万円、投資有価証券の増加

33億90百万円によるものです。

　

② 負債

当第３四半期会計期間末における負債は112億77百万円となり、前事業年度末と比較して23億51百万円

(26.3％)の増加となりました。

これは主に、支払手形及び買掛金の減少１億38百万円、賞与引当金の増加２億28百万円、その他流動負

債の増加７億75百万円、その他固定負債の増加14億６百万円によるものです。

　

③ 純資産

当第３四半期会計期間末における純資産は350億36百万円となり、前事業年度末と比較して22億37百万

円(6.8％)の増加となりました。

これは主に、四半期純利益による利益剰余金の増加５億円、配当による利益剰余金の減少７億41百万

円、その他有価証券評価差額金の増加24億78百万円によるものです。

自己資本比率は前事業年度末と比較して3.0ポイント低下し75.6％となりました。

　

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期累計期間において、当社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生

じた課題はありません。

　

(4) 研究開発活動

該当事項はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 43,000,000

計 43,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成25年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成25年11月８日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 19,400,000 19,400,000
東京証券取引所　
ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）
 

完全議決権株式であり、権利内
容に何ら限定のない当社におけ
る標準となる株式です。
なお、単元株式数は100株となっ
ております。

計 19,400,000 19,400,000 ─ ─

　

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

　平成25年７月１日～
　平成25年９月30日

─ 19,400,000 ─ 1,080,000 ─ 3,690,470
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(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

　

　

(7) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できないた

め、記載することができないことから、直前の基準日(平成25年６月30日)に基づく株主名簿による記載

をしております。

① 【発行済株式】

平成25年６月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ─ ─ ─

議決権制限株式(自己株式等) ─ ─ ─

議決権制限株式(その他) ─ ─ ─

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式　　

864,400
─

権利内容に何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式です。

完全議決権株式(その他)
普通株式

18,531,500
185,315 同上

単元未満株式
普通株式

4,100
─ 同上

発行済株式総数 19,400,000 ─ ─

総株主の議決権 ─ 185,315 ─

(注)　「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式14株が含まれております。

　

② 【自己株式等】

平成25年６月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
株式会社大塚家具

東京都江東区有明三丁目
６番11号

864,400 ─ 864,400 4.46

計 ─ 864,400 ─ 864,400 4.46
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２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間においての役員の異動は、次のとおりであり

ます。

(1) 新任役員

該当事項はありません。

　

(2) 退任役員

該当事項はありません。

　

(3) 役職の異動

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内

閣府令第63号)に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期会計期間(平成25年７月１日か

ら平成25年９月30日まで)及び第３四半期累計期間(平成25年１月１日から平成25年９月30日まで)に係る

四半期財務諸表については、新日本有限責任監査法人により四半期レビューを受けております。

　

３．四半期連結財務諸表について

「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)第５条第２

項に基づき、当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目

から見て、当企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を誤ら

せない程度に重要性が乏しいものと判断し、四半期連結財務諸表は作成しておりません。

なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は次のとおりであります。

資産基準 0.6％

売上高基準 0.0％

利益基準 3.1％

利益剰余金基準 0.4％

※会社間項目の消去後の数値により算出しております。
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１ 【四半期財務諸表】
(1) 【四半期貸借対照表】

(単位：千円)

前事業年度
(平成24年12月31日)

当第３四半期会計期間
(平成25年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 7,320,872 7,250,922

受取手形及び売掛金 2,956,378 3,367,875

商品 13,570,778 14,642,901

未収還付法人税等 6,824 －

その他 1,481,882 1,324,630

貸倒引当金 △1,840 △2,100

流動資産合計 25,334,895 26,584,228

固定資産

有形固定資産 2,937,172 2,898,436

無形固定資産 100,666 101,573

投資その他の資産

投資有価証券 7,039,207 10,430,066

差入保証金 6,130,571 6,111,061

その他 190,990 190,793

貸倒引当金 △8,131 △1,600

投資その他の資産合計 13,352,638 16,730,321

固定資産合計 16,390,477 19,730,332

資産合計 41,725,373 46,314,561

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,518,448 3,379,892

未払法人税等 81,849 130,844

賞与引当金 99,614 327,714

販売促進引当金 37,553 39,053

その他 4,111,887 4,887,261

流動負債合計 7,849,353 8,764,766

固定負債

役員退職慰労引当金 466,801 478,741

資産除去債務 328,766 346,411

その他 281,345 1,687,935

固定負債合計 1,076,913 2,513,088

負債合計 8,926,267 11,277,855

純資産の部

株主資本

資本金 1,080,000 1,080,000

資本剰余金 3,690,470 3,690,470

利益剰余金 28,144,304 27,903,092

自己株式 △800,855 △800,855

株主資本合計 32,113,918 31,872,706

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 685,187 3,163,999

評価・換算差額等合計 685,187 3,163,999

純資産合計 32,799,105 35,036,705

負債純資産合計 41,725,373 46,314,561
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(2) 【四半期損益計算書】
【第３四半期累計期間】

(単位：千円)

前第３四半期累計期間
(自 平成24年１月１日
  至 平成24年９月30日)

当第３四半期累計期間
(自 平成25年１月１日
  至 平成25年９月30日)

売上高 40,184,026 41,613,684

売上原価 17,472,829 18,546,025

売上総利益 22,711,196 23,067,659

販売費及び一般管理費 22,279,975 22,812,245

営業利益 431,220 255,414

営業外収益

受取利息 2 3

受取配当金 64,983 72,284

保険配当金 50,922 45,545

その他 27,566 16,822

営業外収益合計 143,475 134,654

営業外費用

保証金支払利息 2,369 1,845

固定資産除却損 24,335 1,527

為替差損 － 4,807

その他 6,528 1,416

営業外費用合計 33,234 9,596

経常利益 541,462 380,472

特別利益

投資有価証券売却益 － 206,564

受取和解金 － 310,500

特別利益合計 － 517,064

特別損失

減損損失 4,089 36,222

特別損失合計 4,089 36,222

税引前四半期純利益 537,373 861,314

法人税、住民税及び事業税 22,575 111,844

法人税等調整額 218,539 249,258

法人税等合計 241,115 361,103

四半期純利益 296,257 500,211
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【継続企業の前提に関する事項】

該当事項はありません。

　

　

【会計方針の変更等】

(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更)

当社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期会計期間より、平成25年１月１日以後に取得した有形固定

資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

なお、これによる当第３四半期累計期間の損益に与える影響は軽微であります。

　

　

【四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

該当事項はありません。

　

　

【追加情報】

該当事項はありません。　

　

　

【注記事項】

(四半期貸借対照表関係)

該当事項はありません。

　

　

(四半期損益計算書関係)

該当事項はありません。
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(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

当第３四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半

期累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

　

　
前第３四半期累計期間

(自 平成24年１月１日
至 平成24年９月30日)

当第３四半期累計期間
(自 平成25年１月１日
至 平成25年９月30日)

減価償却費 182,871千円 166,345千円

　

　

(株主資本等関係)

前第３四半期累計期間(自　平成24年１月１日　至　平成24年９月30日)

１　配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年３月29日
定時株主総会

普通株式 775,984 40.00 平成23年12月31日 平成24年３月30日 利益剰余金

　

２　基準日が当四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当四半期会計期間の末日後

　　となるもの

　該当事項はありません。

　

当第３四半期累計期間(自　平成25年１月１日　至　平成25年９月30日)

１　配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年３月27日
定時株主総会

普通株式 741,423 40.00 平成24年12月31日 平成25年３月28日 利益剰余金

　

２　基準日が当四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当四半期会計期間の末日後

　　となるもの

　該当事項はありません。

　

　

(持分法損益等)

該当事項はありません。

　

　

(企業結合等関係)

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

　【セグメント情報】

当社の報告セグメントは、家具販売事業のみであり、他の事業セグメントの重要性が乏しいため、記

載を省略しております。

　

　

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　

項目
前第３四半期累計期間

(自 平成24年１月１日
至 平成24年９月30日)

当第３四半期累計期間
(自 平成25年１月１日
至 平成25年９月30日)

　　１株当たり四半期純利益 15.78円 26.99円

    (算定上の基礎) 　 　

   四半期純利益(千円) 296,257 500,211

   普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

   普通株式に係る四半期純利益(千円) 296,257 500,211

   普通株式の期中平均株式数(千株) 18,777 18,535

(注)　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　

　

２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　佐　藤　明　典　　印

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　板　谷　秀　穂　　印

独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成25年11月８日

株　式　会　社　大　塚　家　具

取　締　役　会　　御　中

　

　

　

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株

式会社大塚家具の平成25年１月１日から平成25年12月31日までの第43期事業年度の第３四半期会計期間(平

成25年７月１日から平成25年９月30日まで)及び第３四半期累計期間(平成25年１月１日から平成25年９月30

日まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期

レビューを行った。

　

四半期財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半

期財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半

期財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま

れる。

　

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表

に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レ

ビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実

施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国にお

いて一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定され

た手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥

当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社大塚家具の平成25年９月30日現在の財政状

態及び同日をもって終了する第３四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がす

べての重要な点において認められなかった。

　

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
　

 

(注) １　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期

報告書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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